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第110号

　

町
民
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ
り

町
政
に
対
し
、
多
大
な
る
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

三
月
二
十
九
日
開
催
の
臨
時
会

で
は
、
正
副
議
長
並
び
に
各
常
任

委
員
長
等
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
長
に
ご
推
挙
い
た
だ
い
た
私

は
、
本
部
町
議
会
議
長
と
い
う
職

責
の
重
さ
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、

「
公
正
・
公
平
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し

て
、
議
会
運
営
に
あ
た
る
決
意
で

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
の
厳
し
い
財
政
状
況

の
中
、
私
達
議
員
も
本
部
町
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
を
十
分
認
識
し
、

町
の
発
展
を
図
る
た
め
町
民
の
皆

様
は
も
と
よ
り
、
町
内
の
各
種
機

関
・
団
体
と
の
交
流
を
深
め
、
積

極
的
に
意
見
の
交
換
を
行
い
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
活
動
を
活
発
に

行
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
町
民

の
皆
様
方
に
議
会
・
議
員
の
活
動

を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
も
の
と
信

じ
、
最
大
限
の
努
力
を
致
す
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
町
民
各
位
の

ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ご
挨

拶
と
致
し
ま
す
。

議
長
就
任
あ
い
さ
つ

議長 石川 博己
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平成29年3月定例会一般質問 

質問順 質　問　者 質　　問　　事　　項

1 喜納 政樹 １．観光行政について

2 大城 正和 １．八重岳街路の桜並木の保護育成について
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一般質問
喜納 政樹 議員

3

喜
納
議
員　

①
国
が
進
め

る
「
官
民
連
携
に
よ
る
国

際
ク
ル
ー
ズ
拠
点
形
成
事

業
」
で
本
部
港
が
選
ば
れ

た
と
の
報
道
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
今
後
の
事
業
計

画
を
伺
い
ま
す
。

副
町
長　

「
官
民
連
携

に
よ
る
国
際
ク
ル
ー
ズ

拠
点
形
成
事
業
」
の
事
業

計
画
に
つ
い
て
は
、
沖
縄

県
の
事
業
と
し
て
新
た
に

ク
ル
ー
ズ
船
対
応
の
岸
壁

整
備
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。
さ
ら
に
ク
ル
ー
ズ
船

を
運
行
す
る
会
社
に
お
い

て
、
関
税
・
出
入
国
管

理
・
検
疫
機
能
な
ど
、
い

わ
ゆ
る
Ｃ
Ｉ
Ｑ
を
備
え
た

タ
ー
ミ
ナ
ル
の
整
備
を
予

定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今

後
、
岸
壁
整
備
の
設
計
発

注
を
行
い
、
平
成
三
十
二

年
の
供
用
を
目
指
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

な
お
、
Ｃ
Ｉ
Ｑ
を
備
え

た
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
岸
壁
等
の
整

備
に
合
わ
せ
て
船
会
社
が

整
備
を
行
う
予
定
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
順

次
実
施
し
て
い
く
計
画
と

の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。

喜
納
議
員　

②
本
部
港
へ

現
在
、
就
航
し
て
い
る
貨

客
船
と
の
岸
壁
使
用
の
兼

ね
合
い
等
、
今
後
の
課
題

に
つ
い
て
当
局
の
見
解
を

伺
い
ま
す
。

副
町
長　

寄
港
す
る
ク

ル
ー
ズ
船
と
貨
客
船
と
の

岸
壁
使
用
の
兼
ね
合
い
に

つ
い
て
は
、
岸
壁
を
使
用

し
て
い
る
貨
客
船
（
定
期

船
）
及
び
貨
物
船
等
が
ク

ル
ー
ズ
船
の
入
港
時
に
岸

壁
の
使
用
が
で
き
な
い
と

言
う
事
態
が
発
生
し
な
い

よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
こ
の
た
め
港
湾
管

理
者
で
あ
り
、
事
業
を
発

注
す
る
沖
縄
県
に
対
し
ま

し
て
、
バ
ー
ス
の
延
長
を

十
分
に
確
保
す
る
よ
う
要

望
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

喜
納
議
員　

③
ク
ル
ー
ズ

船
で
寄
港
す
る
観
光
客
へ

の
受
け
入
れ
態
勢
の
構
築

が
必
要
で
は
な
い
か
と
考

え
る
が
当
局
と
し
て
の
見

解
を
伺
い
ま
す
。

副
町
長　

現
在
、
ク
ル
ー

ズ
船
の
受
け
入
れ
は
、
本

部
町
、
本
部
町
観
光
協

会
、
本
部
町
商
工
会
、
沖

縄
美
ら
海
財
団
で
構
成

す
る
「
本
部
港
ク
ル
ー
ズ

振
興
協
議
会
」
で
行
っ
て

お
り
ま
す
が
、
ク
ル
ー
ズ

船
が
増
加
す
る
際
に
は
、

人
材
や
予
算
な
ど
、
現
在

の
組
織
で
は
対
応
に
大
き

な
負
担
及
び
課
題
が
生
じ

る
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
ま
た
ク
ル
ー
ズ
船
の

経
済
効
果
が
北
部
全
体
に

波
及
す
る
こ
と
を
勘
案

し
、
本
町
と
し
ま
し
て

は
、
今
後
「
本
部
港
ク

ル
ー
ズ
促
進
協
議
会
」
を

北
部
全
体
の
組
織
と
し
て

拡
大
す
る
こ
と
を
視
野
に

入
れ
、
北
部
広
域
市
町
村

圏
事
務
組
合
と
も
意
見
交

換
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、

名
桜
大
学
の
通
訳
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
活
用
し
た
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
対
応
な
ど
大
学

な
ど
と
も
連
携
を
図
り
な

が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
考

え
で
ご
ざ
い
ま
す
。

国が進める「官民連携による国際クルーズ
拠点形成事業」の説明を求める!!

国土交通省ホームページより
（港湾局産業港湾課クルーズ振興室）
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一般質問

4

大
城
議
員　

私
の
二
十
年

間
の
議
会
活
動
の
最
後
の

一
般
質
問
に
何
を
選
択
す

る
か
考
え
た
が
、
や
は
り

何
と
い
っ
て
も
本
町
の
観

光
振
興
の
最
重
要
課
題
と

し
て
、
八
重
岳
街
路
の
桜

並
木
を
中
心
と
し
た
、
八

重
岳
一
帯
の
観
光
開
発
に

つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
に

し
た
。

　

今
か
ら
五
十
四
年
前
、

全
琉
緑
化
推
進
運
動
の
一

環
と
し
て
、
八
重
岳
山
頂

に
至
る
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
街
路
の
両
側
に
桜
並
木

の
造
成
事
業
で
あ
る
、
そ

の
素
晴
ら
し
い
事
業
に
着

目
し
て
、
こ
こ
ま
で
桜
並

木
を
保
護
育
成
し
て
育
て

上
げ
て
き
た
先
人
達
に
心

か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た

い
。

　

そ
の
間
、
台
風
や
干
ば

つ
、
病
害
虫
等
の
自
然
災

害
に
耐
え
、
年
々
、
春
来

れ
ば
美
し
い
花
を
咲
か

せ
、
町
民
の
心
を
癒
し
、

憩
い
の
場
に
変
身
す
る
桜

に
対
し
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
半

世
紀
を
経
た
現
在
、
桜
並

木
の
勢
力
は
年
々
衰
え
、

枯
死
し
た
箇
所
が
か
な
り

増
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
対
策
を
ど
う
考
え

て
お
ら
れ
る
の
か
、
当
局

の
ご
見
解
を
賜
り
た
い
。

副
町
長　

八
重
岳
街
路
に

は
千
本
の
桜
並
木
と
、
通

常
、
地
獄
谷
と
呼
ば
れ
て

い
る
場
所
、
周
辺
一
帯
に

は
二
千
九
百
本
ほ
ど
の
桜

が
植
栽
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

当
初
植
え
付
け
た
千

本
の
中
か
ら
二
百
三
十

本
の
欠
株
が
推
定
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
対
策
と

し
て
、
平
成
二
十
七
年
か

ら
二
十
八
年
の
二
年
間
で

二
百
本
の
補
植
を
行
い
ま

し
た
。

商
工
観
光
課
長　

現
在

は
八
重
岳
の
管
理
棟
を

含
め
て
管
理
に
賃
金
職
員

を
常
時
四
人
体
制
で
年
間

五
百
六
十
万
円
余
の
予
算

で
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
不
定
期
で
は
あ
り
ま

す
が
、
本
町
の
農
業
を
元

気
に
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
会
の
会
員
か
ら
、
牛
ふ

ん
を
提
供
し
て
も
ら
い
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
施

肥
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

大
城
議
員　

五
十
四
年
前

に
着
手
し
た
そ
の
事
業
が

後
世
に
継
承
し
て
い
く
た

め
に
桜
並
木
の
誕
生
の
歴

史
を
記
録
し
た
も
の
が
あ

り
ま
す
か
。

副
町
長　

平
成
六
年
十
月

に
発
刊
さ
れ
た
「
本
部
町

史
」
に
少
し
ば
か
り
記
録

が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
平
成
十
年
二
月
十
九
日

に
本
部
町
役
場
と
海
洋
博

管
理
財
団
が
共
同
で
見

て
、
当
時
の
渡
久
地
政
仁

町
長
か
ら
当
時
の
状
況
を

ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
資
料
が

一
部
あ
り
ま
す
。
目
下
、

資
料
等
を
探
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

大
城
議
員　

当
時
、
桜
並

木
の
植
栽
に
か
か
わ
っ
た

一
人
と
し
て
、
今
で
も

鮮
明
に
覚
え
て
い
る
が
、

一
九
六
二
年
か
ら
六
四

年
ま
で
三
年
間
で
、
頂
上

ま
で
の
四
キ
ロ
の
両
側
に

千
五
十
本
の
大
苗
を
植
栽

し
た
。

　

八
重
岳
周
辺
の
並
里
、

伊
野
波
、
辺
名
地
、
大
嘉

陽
の
山
々
か
ら
山
引
き
苗

を
採
集
し
た
た
め
、
多
く

の
方
々
に
協
力
が
必
要
と

し
た
。

　

当
時
、
植
栽
に
か
か
わ

っ
た
産
業
課
職
員
も
現
在

健
在
で
あ
り
、
皆
さ
ん
の

記
憶
を
整
理
し
、
確
か
な

記
録
を
後
世
に
残
し
た
ら

ど
う
で
す
か
。

副
町
長　

当
時
の
十
分
な

資
料
が
見
つ
か
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
今
現

在
わ
か
る
範
囲
で
当
時
の

状
況
、
情
報
等
に
つ
い
て

整
理
を
逐
次
必
要
か
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

大
城
議
員　

八
重
岳
街
路

の
７
合
目
あ
た
り
（
三
中

の
石
碑
の
後
方
）
の
高
台

に
以
前
に
林
構
事
業
を

入
れ
て
、
一
帯
に
桜
を

植
栽
し
、
関
連
施
設
と
し

て
、
遊
歩
道
、
休
憩
所
、

ト
イ
レ
等
が
整
備
さ
れ
た

が
、
全
く
活
用
さ
れ
な
い

ま
ま
現
在
に
い
た
っ
て
い

る
。
そ
の
事
業
の
成
果
も

検
証
し
な
い
ま
ま
、
ま
た

平
成
二
十
八
年
度
に
八
重

岳
広
場
整
備
事
業
が
採
択

さ
れ
、
林
構
事
業
の
跡
に

新
規
事
業
を
か
ぶ
せ
る
と

い
う
こ
と
は
理
解
し
が
た

い
。

建
設
課
長　

今
回
の
事
業

で
ク
メ
ノ
サ
ク
ラ
の
植
栽

を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
桜
は
二
月
、
三

月
に
か
け
て
、
前
半
に
か

け
て
桜
の
見
ご
ろ
で
、
そ

れ
以
降
の
八
重
岳
に
足
を

運
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な

形
の
も
の
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
今
回
ク
メ
ノ
サ

ク
ラ
を
植
栽
し
た
ら
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ

い
ろ
検
証
し
た
結
果
、
今

回
試
験
的
に
ク
メ
ノ
サ
ク

ラ
を
六
十
本
植
栽
し
ま
し

た
。
成
功
す
る
と
さ
ら
に

ク
メ
ノ
サ
ク
ラ
を
ど
ん
ど

ん
植
え
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
休
憩
所
の

関
連
施
設
を
整
備
し
民
間

活
力
も
検
討
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

八重岳街路の桜並木の保護育成!!
（八重岳一帯の観光開発について）

大城 正和 議員

八
重
岳
桜
並
木
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第2回本部町議会3月定例会審議案件一覧

第1回本部町議会2月臨時会審議案件一覧

平成
29年

平成
29年

議案番号 件　　名 議決年月日 議決の結果

報告第1号 専決処分の報告について（石川謝花線橋梁整備工事〈上部工架設〉） 平成29年3月  9日 報告

報告第2号 平成29年度沖縄県土地開発公社事業計画について 平成29年3月  9日 報告

議案第3号 平成28年度本部町一般会計補正予算について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第4号 成28年度本部町国民健康保険特別会計補正予算について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第5号 土地改良事業計画の変更について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第6号 本部町過疎地域自立促進計画の変更について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第7号
本部町特定個人情報保護条例及び行政手続きにおける特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について

平成29年3月  9日 原案可決

議案第8号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第9号 本部町税条例の一部を改正する条例の制定について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第10号 本部町就学指導委員会設置条例の一部を改正する条例の制定について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第11号 本部町立学校屋外運動場証明施設の使用料に関する条例の一部を改正
する条例の制定について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第12号 本部町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第13号 本部町物流拠点施設の指定管理者の指定について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第14号 本部町多目的イベント広場（闘牛場）の指定管理者の指定について 平成29年3月  9日 原案可決

議案第15号 平成29年度本部町一般会計予算について 平成29年3月16日 原案可決

議案第16号 平成29年度本部町国民健康保険特別会計予算について 平成29年3月16日 原案可決

議案第17号 平成29年度本部町後期高齢者医療特別会計予算について 平成29年3月16日 原案可決

議案第18号 平成29年度本部町公共下水道特別会計予算について 平成29年3月16日 原案可決

議案第19号 平成29年度本部町水道事業会計予算について 平成29年3月16日 原案可決

議案第20号 工事請負契約の締結について（石川謝花線橋梁整備工事〈上部床版・橋面工〉）平成29年3月16日 原案可決

議案第21号 工事請負契約の締結について（伊野波橋橋梁整備工事〈P1橋脚〉） 平成29年3月16日 原案可決

議案第22号 工事請負契約の締結について
（本部港〈渡久地地区〉製氷施設新築工事〈建築〉） 平成29年3月16日 原案可決

議案第23号 工事請負契約の締結について
（本部港〈渡久地地区〉荷捌き施設新築工事〈建築〉） 平成29年3月16日 原案可決

議案第24号 工事請負契約の締結について
（本部港〈渡久地地区〉製氷・荷捌き施設新築工事〈機械〉） 平成29年3月16日 原案可決

議案番号 件　　名 議決年月日 議決の結果

議案第1号 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
（伊野波橋下部工工事〈Ａ２橋台〉） 平成29年2月3日 原案可決

議案第2号 平成28年度本部町一般会計補正予算について 平成29年2月3日 原案可決
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本部町税条例の一部を改正する条例の制定について議案
第9号

　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法の一部を改正する法律の一
部を改正する法律及び地方税施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令が平成28年11月28日に公布
されたことに伴い、本部町税条例等の一部を改正する必要がある。

１. 町民税【第1条関係：第34条の4・第36条の2・附則第7条の3の2】
（1）法人税割の税率の引き下げ：9.7％→6％（△3.7％）
（平成31年10月1日施行）	 	 	 	 	 	 	 	 	
・地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人税割の一部を地方交付税原資化。

（2）寄附金税額控除の対象法人の明確化	 	 	 	 	 	 	 	 	
（平成29年4月1日施行）	 	 	 	 	 	 	 	 	
寄附金税額控除の対象法人に特例認定特定非営利法人の名称を明記。

（3）住宅ローン控除の延長	 	 	 	 	 	 	 	 	
（平成29年3月公布日施行）	 	 	 	 	 	 	 	 	
住	居	年：平成31年→平成33年	
控除年度：平成41年度→平成43年度
・現行の控除制度を2年間延長

	 	 	 	 	 	 	 	
２. 軽自動車税【第1条関係：第18条の3・第19条・第80条～91条・附則第15条の2～16条】　
　　　　　　 【第2条関係：平成26年改正附則第6条】 
（1）グリーン化特例の延長	 	 	 	 	
（平成29年３月公布日施行）
対象期間：平成28年4月1日～平成29年3月31日　新規取得分
適用年度：平成29年度
・現行の特例措置を1年間延長

（2）車体課税の見直し	 	 	 	 	 	 	 	 	
（平成31年10月1日施行）
環境性能割
適用年月日：平成31年10月1日～
種別割	
適用年度：平成32年度～
・平成31年10月1日付けで自動車取得税（県税）が廃止され、同日付で自動車税（県税）及び軽自動車税
（町税）にそれぞれ「環境性能割｣を創設し、現行の両車体税は、「種別割」とする。

（3）延滞金の控除規定の適用	 	 	 	 	 	 	 	 	
（平成３１年１０月１日施行）	 	 	 	 	 	 	 	 	
適用年月日：平成３１年１０月１日～		 	 	 	 	 	 	 	
・延滞金の計算期間から一部控除される期間の規定について、環境性能割に不足税額についても適用となる。

提案理由

本部町税条例等の主な改正概要
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本部町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する
条例の制定について

議案
第12号

　子ども・子育て支援法施行令の一部改正により、町民税所得割額７７，１００円以下の母子世帯等の月額保
育料を変更する必要がある。

【改正の概要】
低所得世帯、多子世帯等の経済的負担の軽減を図るため、利用者負担の上限額にかかる特例措置を講ずる。

【改正の内容】
多子世帯・ひとり親世帯等の保育料負担の軽減
●年収約360万円未満相当の世帯について、多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第2子の保育料を半額、第3
子以降の保育料を無償化する。
●年収約360万円未満相当のひとり親世帯等への優遇措置を拡充し、第1子の保育料を半額、第2子以降の保
育料を無償化する。

子ども・子育て支援法施行令の一部改正内容に基づき、今回の条例改正をしています。

　保育料の町民所得割額77,100円以下の母子世帯等の月額を「5,400円」の半額「2,700円」に改正することにより、
ひとり親世帯等の保育料負担の軽減を行う。

附則：この条例は、公布の日から施行す、平成28年4月1日から適用する。

提案理由

本部町立幼稚園保育料徴収条例の主な改正概要

本部町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正内容

改　正　案 現　　行

本部町立幼稚園保育料徴収条例に関する新旧対照表

第１条　略
（保育料の額）
第2条　保育料の額は、次のとおりとする。

第１条　略
（保育料の額）
第2条　保育料の額は、次のとおりとする。

第３条以下略 第３条以下略

区　分 月額 備考
①生活保護世帯 0円

毎月

②町民税非課税世帯
（町民税所得割非課税世帯含む）

母子世帯等 0円
その他 3,000円

③町民所得割課税額
　77,100円以下

母子世帯等 2,700円
その他 6,400円

④町民所得割課税額211,200円以下 8,200円
⑤町民所得割課税額211,201円以上 10,200円

区　分 月額 備考
①生活保護世帯 0円

毎月

②町民税非課税世帯
（町民税所得割非課税世帯含む）

母子世帯等 0円
その他 3,000円

③町民所得割課税額
　77,100円以下

母子世帯等 5,400円
その他 6,400円

④町民所得割課税額211,200円以下 8,200円
⑤町民所得割課税額211,201円以上 10,200円
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平成29年度当初予算可決！！
3月定例会で各会計の当初予算が審議され、全会計が全会一致で可決されました。

平成29年度本部町一般会計当初予算
歳入歳出  67億3,100万8千円

平成29年度
本部町国民健康保険特別会計予算

歳入歳出  27億4,153万4千円

平成29年度本部町水道事業会計予算
収益的収入  5億  201万9千円
収益的支出  4億7,553万4千円

平成29年度
本部町後期高齢者医療特別会計予算
歳入歳出  1億1,158万8千円

平成29年度
本部町公共下水道特別会計予算
歳入歳出  4億1,697万円

各特別会計当初予算

歳  入 歳  出
  1　議会費 101,178
  2　総務費 673,186
  3　民生費 2,463,534
  4　衛生費 438,270
  5　労働費 2
  6　農林水産業費 234,059
  7　商工費 240,412
  8　土木費 507,760
  9　消防費 301,758
10　教育費 1,034,855
11　災害復旧費 9
12　公債費 715,984
13　諸支出金 1
14　予備費 20,000

合　　　計 6,731,008

自主財源計 1,564,689
 1 　町税 1,115,160
13　分担金及び負担金 60,601
14　使用料及び手数料 116,097
17　財産収入 25,399
18　寄付金 60,008
19　繰入金 24,103
20　繰越金 1
21　諸収入 163,320

依存財源計 5,166,319
 ２　地方譲与税 46,006
 ３　利子割交付金 417
 ４　配当割交付金 1,028
 ５　株式等譲所得割交付金　　　　　　　　　　　811
 ６　地方消費税交付金 208,992
 ７　ゴルフ場利用税交付金 18,447
 ８　自動車取得税交付金 9,085
 ９　施設等所在市町村調整交付金 13,065
10　地方特例交付金 1,715
11　地方交付税 2,329,952
12　交通安全対策特別交付金 970
15　国庫支出金 1,059,856
16　県支出金 1,009,371
22　町債 466,604

合　　　計 6,731,008

単位：千円

自主財源と依存財源とは？
　自主財源は、市町村が自主的に得られ
る財源で、主に町民の皆さんが町に納め
る町税や使用料など。依存財源は、国や
県から定められた額が交付されたり、割
り当てられる財源で、地方交付税、国庫
支出金、県支出金、などがある。健全で
安定した財政基盤を確立するためにも、
自主財源の確保が重要になります。
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（単位：千円）

（単位：千円）入湯税の使途状況について（当初予算）

平成29年度主要普通建設事業（当初予算）
事　業　名 金　額 説　明

1 道路反射鏡設置事業 1,200 道路反射鏡  ５基

2 ゴミ収集車両購入事業 2,808 ゴミ収集車両購入

3 農地利用集積円滑化事業 5,000 農地購入

4 瀬底地区水利施設改修事業 19,000 瀬底ため池等整備

5 農業基盤整備促進事業 15,000 新里地区の畑地かんがい整備

6 観光地安全対策事業 9,121 防犯カメラ３基設置

7 八重岳観光拠点整備事業 42,120 遊具設置工事

8 伝統興行観光事業伝 21,631 闘牛待機小屋整備

9 健堅本部落線道路改良事業 43,518 道路改良・用地購入・物件補償

10 伊野波本線（伊野波橋）道路改修事業 187,313 橋梁架け替え工事

11 消火栓切替工事消火栓切替工事 1,500 消火栓修繕

12 防災施設機能強化整備事業 33,480 防災備蓄倉庫等整備

13 瀬底小学校校舎等改築事業 301,216 瀬底小学校校舎整備

14 上本部小中一貫校校舎改築事業 104,136 上本部小中一貫校校舎整備

15 本部町立小学校空調整備事業 3,240 町内小学校クーラー設置

16 上本部中学校車両購入事業 2,000 中学校車両購入

17 本部町立中学校空調整備事業 3,396 町内中学校クーラー設置

入湯税の使途 事業費 国庫支出金 町債 その他
一般財源

うち入湯税

観光の振興 126,926 84,197 12,700 6,585 23,444 5,499

※入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の　
整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てられるための目的税
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現場踏査実施
３月定例会にて現場踏査を行いました。主な箇所を掲載します。

本部町フクギ集落内散策路整備工事（備瀬）

本部町フクギ集落内案内板設置工事（備瀬）

多目的イベント広場トイレ建築工事（浦崎）

渡久地港駐車場整備工事（谷茶）

本部町フクギ集落内散策路整備工事（備瀬）

本部町フクギ集落内案内板設置工事（備瀬）

多目的イベント広場トイレ建築工事（浦崎）

渡久地港駐車場整備工事（谷茶）
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用　語 説　　明

開　　会
議会が開かれることで、開会と言うのは閉会との反対用語であって、定足数に達すれば議長は「ただいまから、
平成○○年第○回○○町（村）議会定例会を開会します」と、宣告によって効果が生じる。
議会活動の始点であり、開会は、会期中に1回しかない。開会と開議を区別している。

開　　議 その日の会議を開くことをいう。議長の開議宣告がない以上会議を開けない。

会　　議 本会議ともいう。議会の意思の決定は会議においてのみ決せられる。
町村議会では議員の定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。（ただし、例外もある）

宣　　告 特定の相手方に対し表示する行為で、会議では口頭の場合が大部分である。

議事日程 会議の議題とすべき案件を整理し、順序づけたもの。
会議はこの日程に従い進行する。日程は予め議長が作成する。

会　　期 会議を行うことのできる期間で、具体的には開会が宣告されてから閉会が宣告されるまでをいう。
それが何日間かは議会が定める。

議　　案 議会の議決を経るために会議に提出された案をいう。

付　　議 議会の審議に付することをいう。（付議事件）

付　　託 案件について決定する前に、内部機関の審査に付することをいう。
議案、その他を委員会の議に付することをいう。

議　　題 議題は、議事日程に掲載され、議題に供する旨の議長の宣告があって、初めて審議の対象となる。
議案とは異なる。

審　　査 一定の事柄について結論を出すため、その内容をよく調べることをいう。審議と審査を使い分けている。
即ち、審議は本会議、審査は委員会。

質　　疑 現に議題となっている議案等に対する疑義をただすことをいう。

質　　問 議員が執行機関に対して、町（村）政上の執行の問題について説明を求めることをいう。質疑とは異なる。

動　　議 会議において議員から提案される議事運営上の発議をいう。口頭による場合と、文書による場合がある。

発　　議 議事の対象となるべき問題を提起することをいう。（例：議長発議）

討　　論 案件が表決に付される前に、その事件について賛成又は反対の意見を表明することをいう。

表　　決 議案について賛否の決をとる場合に、議員が意思表示をして議決権を行使することをいう。

採　　決 議案に対し、質疑、討論を終わって賛成反対の数を確認する行為で、表決は議員側の語であり、採決は議長側
の語である。

延　　会 議事日程に記載された議事が終わらない場合に、会議を閉じることをいう。
これに対し、散会は日程を終わったときに使う語である。

散　　会 議事日程に記載され事件の議事が終わって、その日の会議を閉じることである。

閉　　議 その日の会議を閉じることをいう。閉会とは異なる。

閉　　会
議会の活動能力を失わせることである。必ずしも、議長の宣告によるを要せず、休会中であっても、会期が終了
すれば、自動的に閉会となる。また、会議に付された事件をすべて終了したときは会期中でも議決で閉会する
ことができる。

休　　憩
会議の途中で、会議を一定時間休止することをいう。議長は、議事整理権に基づき、必要があると認めるとき
は、原則としていつでも休憩を宣告する権限を有している。（休憩のため、食事のため、議会運営を開くため、説
明員の出席や資料の提出を持つためなどに休憩が宣せられる。）

議会用語集
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ぶ
議
会
だ
よ
り

ハ
イ
サ
イ 

第
１
1
0
号

発 

行　
本
部
町
議
会

編 

集　
本
部
町
議
会
広
報

　
　
　

 

調
査
特
別
委
員
会

議
会
広
報
委
員

崎
浜 

秀
昭

編
集
後
記
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新議会体制

各種委員会等の構成

平成29年3月5日に行われた本部町議会議員選挙により、14名の議員が当選しました。　　
平成29年3月29日に第３回本部町議会臨時会を開催し、議長、副議長の選挙を行いました。

また、各種委員会等とそれぞれの正・副委員長を下記の構成のとおり決定しました。

総務文教常任委員会
委
員
長
喜
納 

政
樹

副
委
員
長
松
川 

秀
清

委

員
具
志
堅 

勉

委

員
崎
浜 

秀
昭

委

員
具
志
堅 

正
英

委

員
小
橋
川 

健

議会運営委員会
委
員
長
具
志
堅 

勉

副
委
員
長
座
間
味 

栄
純

委

員
崎
浜 

秀
進

委

員
宮
城 

達
彦

委

員
喜
納 

政
樹

委

員
具
志
堅 

正
英

議会広報調査特別委員会
委
員
長
崎
浜 

秀
昭

副
委
員
長
具
志
堅 

勉

委

員
座
間
味 

栄
純

委

員
小
橋
川 

健

委

員
伊
良
波 

勤

議
選
監
査
委
員

松
川 

秀
清

産業建設常任委員会
委
員
長
座
間
味 

栄
純

副
委
員
長
比
嘉 

由
具

委

員
崎
浜 

秀
進

委

員
宮
城 

達
彦

委

員
仲
宗
根 

須
磨
子

委

員
伊
良
波 

勤

委

員
真
部 

卓
也

真部 卓也
（1 期）

崎浜 秀昭
（1 期）

比嘉 由具
（1 期）

小橋川 健
（1 期）

伊良波 勤
（1 期）

具志堅 正英
（1 期）

仲宗根 須磨子
（1 期）

具志堅 勉
（2 期）

座間味 栄純
（2 期）

松川 秀清
（2 期）

喜納 政樹
（3 期）

宮城 達彦
（3 期）

崎浜 秀進
（3 期）

石川 博己
（8 期）

議
長

副
議
長


